
安全統括管理者・運航管理者の

資格者証保有者からの選任が義務化されます

①受験（通年開催） ③資格者証取得

資格者証制度や実務経験の詳細については、右のQRコードよりご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000058.html

ご不明点がございましたら、最寄りの地方運輸局等にお問い合わせください。

②地方運輸局等へ交付申請

QRコードAIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

受験申込みはこちら

実務経験

交付申請先はこちら 選任届出書類はこちら

申請後
約３週間
目安

受験から資格者証交付まで約１か月以上かかる場合があります。余裕をもった準備を！

総合  安全統括/運航 管理者資格者証 大型船舶 に関する実務経験
大型船舶 安全統括/運航 管理者資格者証 大型船舶 に関する実務経験
小型船舶 安全統括/運航 管理者資格者証 小型船舶or大型船舶 に関する実務経験

義務化までに
準備するッピ！

※申請状況で
異なります

小型船舶
安全統括管理者資格者証
運航 管理者資格者証

大型船舶
安全統括管理者資格者証
運航 管理者資格者証

YES

NO

YES

NO

総合
安全統括管理者資格者証
運航 管理者資格者証

運航する船舶に
総トン数20トン未満の
小型船舶が含まれる

運航する船舶に
総トン数20トン以上の
大型船舶が含まれる

START

管理者の資格者証取得・選任の流れ

ピーきちの会社で必要な資格は・・・？

チャートをたどって確認しましょう。

資格をとるには実務経験も必要なの？

資格区分に応じた実務経験が必要です

※全国47都道府県の
会場で試験開催

義務化
までに

選任

④管理者選任の届出
※変更時も届出が必要

講習はこちら

※資格区分毎の実務経験を審査 ※２年毎に講習受講
と更新申請が必要

【重要】人の運送をする船舶運航事業者の皆様_ 

<運航管理者見習い ピーきち>

海上安全メールマガジン
「うみマガ」イメージキャラクター

＜海事局 ネコ室長＞

新規事業者  ：令和８年４月１日
既存事業者※：令和９年４月１日
※令和８年３月末時点で事業を行っている者

CBT

✓
✓
✓
✓

合格証明書

＋
合格後

資格者証

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000058.html
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000058.html
https://www.prometric-jp.com/examinee/test_list/archives/93
https://www.prometric-jp.com/examinee/test_list/archives/93
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001966078.pdf
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000021.html
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000021.html
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001966078.pdf
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000062.html
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